
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

三
五
四
上

二
五
一
七
五
、
九
二
六

円

一
七
五
、
九
八
六

円

令和年月日 月曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
八
百
万
円
減
少
し
、
一

千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
阪
府
松
原
市
東
新
町
五
丁
目
四
番
五
号

有
限
会
社
マ
ザ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー

代
表
取
締
役

西
山

雅
洋

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
減
少
し
三
百
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

熊
本
市
中
央
区
島
崎
一
丁
目
四
番
五
四

二
〇
二
号

合
同
会
社
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｓ
コ
ム

代
表
社
員

田
邉

達
弥

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
八
百
七
十
億
九
千
八
百

九
十
二
万
九
千
四
百
二
十
三
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
七
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
倉
敷
市
酒
津
一
六
二
一
番
地

株
式
会
社
ク
ラ
レ

代
表
取
締
役

川
原

仁

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
千
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
一
億
二
千
八
百
五
十
万
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
千

九
百
万
円
、
四
百
七
十
五
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

掲
載
頁

六
十
四
頁
（
号
外
第
二
十
号
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
二
丁
目
二
九
番
二
四
号

株
式
会
社
住
環
境
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

佐
藤

裕
樹

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
三
億
三
千
八
百
八
十
五

万
九
千
五
百
七
十
五
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
十
一
億

四
千
五
百
十
八
万
八
千
五
百
七
十
五
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ

れ
一
億
円
、
二
千
五
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
一
丁
目
三
番
一
一
号
富

士
見
デ
ュ
ー
プ
レ
ッ
ク
ス
ビ
ズ

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
リ
ン
ク

代
表
取
締
役

桧
野

安
弘

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

千
葉
県
鎌
ケ
谷
市
東
初
富
一
丁
目
五
番
三
二
号

東

食
品
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
澤
理
一
郎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

北
九
州
市
小
倉
北
区
京
町
四
丁
目
一
番
二
四
号

日
本
ジ
タ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

日
野
祐
一
郎

株
式
交
換
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
を
効
力
発
生
日
と

し
て
、
Ｇ
ｌ
ｏ
ｂ
ａ
ｌ

Ｋ
Ａ

Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
株

式
会
社
（
住
所
東
京
都
港
区
芝
浦
四
丁
目
二
二
番
一

七

二
三
号
）
を
完
全
親
会
社
と
す
る
株
式
交
換
を
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
い
た
し
ま
す
。

本
株
式
交
換
に
伴
い
、
買
取
請
求
を
さ
れ
る
株
主
及
び

新
株
予
約
権
者
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年

四
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
、当
社
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
、

そ
の
旨
及
び
買
取
請
求
に
係
る
株
式
及
び
新
株
予
約
権
の

数
を
ご
通
知
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
港
区
南
麻
布
一
丁
目
一
番
五

一
〇
五
号

株
式
会
社
Ｇ
ｌ
ｏ
ｂ
ａ
ｌ

Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ

Ａ
ｃ

ａ
ｄ
ｅ
ｍ
ｙ

代
表
取
締
役

加
藤

道
緒

訂
正
公
告

令
和
七
年
三
月
十
七
日
（
号
外
第
五
十
三
号
）
七
十
九

頁
掲
載
の
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
代
表
取
締
役
社
長
の

氏
名「

窪
田
昌
治
」

と
あ
る
は「

大
葉
晴
彦
」

の
誤

り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

長
野
県
長
野
市
稲
里
町
一
一
六
三
番
地

長
野
日
本
無
線
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

大
葉

晴
彦

取
消
公
告

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
掲
載
の
左
記
会
社
に
係
る
合

併
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

北
海
道
北
見
市
西
富
町
二
丁
目
一
九
番
七
号

（
甲
）
ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
北
見
株
式
会
社

代
表
取
締
役

國
安

幹
夫

北
海
道
北
見
市
と
ん
田
東
町
六
一
六
番
地

（
乙
）
北
見
ト
ヨ
ペ
ッ
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

國
安

幹
夫

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
（
号
外
第
六
十
八
号
）
農
林

水
産
省
告
示
第
四
百
九
十
二
号
（
粗
糖
の
平
均
輸
入
価
格

等
を
定
め
た
件
）
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